
令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
内
閣
府
令
第
二
十
六
号

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
母
子
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

母
子
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

母
子
保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
号
十
八
ペ
ー
ジ
中
「先

天
性
代
謝
異
常
検
査

」
を
「先

天
性
代
謝
異
常
等
検
査

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
二
十
八
ペ
ー
ジ
中
「自

由
に
記
入
し
ま
し
ょ
う

」
を
「自

由
に
記
入
し
ま
し
ょ
う
。

」に
改
め
る
。





様
式
第
三
号
中
五
十
二
ペ
ー
ジ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

様
式
第
三
号
五
十
三
ペ
ー
ジ
中
「ポ

リ
オ

」
を
「ポ

リ
オ
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
ｂ
型
（
H
ib ）

」に
、「P

o
lio

」
を
「P

o
lio ・

H
a
em
o
p
h
ilu
s
in
flu
en
za
e
ty
p
e
b

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。




